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「年金受給資格期間短縮に伴う対応について」 

（周知依頼） 

 

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて標記の件につきまして、厚労省からの通知を受け、岡山県保健福祉部長寿社会課より 

平成 29 年 5 月 23 日付文書にて当協議会に周知依頼がありました。 

詳細につきましては、別添通知文書等でご確認いただき、貴所属会員様への周知を賜りた

いと存じます。ご協力の程よろしくお願いいたします。 

なお、お問い合わせは、岡山県保健福祉部長寿社会課 介護保険推進班（倉本様） 

TEL 086-226-7324 です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜岡山県介護保険関連団体協議会 事務局＞ 

ＮＰＯ法人 岡山県介護支援専門員協会（担当：髙塚） 

〒703-8258 

岡山市中区西川原 251-1 おかやま西川原プラザ別館 

ＴＥＬ  086-953-4953   ＦＡＸ  086-953-4954 

メール okakea@npo-ocma.org 

mailto:okakea@npo-ocma.org


長 寿 第 ４４２号 

平成２９年５月２３日 

 

 

 

  岡山県介護保険関連団体協議会長 殿 

   

 

 

岡山県保健福祉部長寿社会課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

年金受給資格期間短縮に伴う対応について 

 

 このことについて、厚生労働省から別紙のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

 つきましては、その内容を御了知の上、貴会会員等へ周知をお願いします。 

 なお、各市町村介護保険担当課へは別途通知をしています。 

  

  

担当 介護保険推進班 倉本 

電話 ０８６－２２６－７３２４ 









































































年金を受け取るためのお知らせです。（開封前に宛名をご確認ください）

親 

展

料金後納
郵便

【表　面】

０５７０－０５－１１６５
　　０５０から始まる電話でおかけになる場合は

    ０３－６７００－１１６５

月　曜　日　 午前８：３０～午後７：００
火～金曜日　 午前８：３０～午後５：１５
第２土曜日　 午前９：３０～午後４：００
＊月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7：00まで相談をお受けします。
＊祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。
＊代理人（二親等以内）の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号、
　代理人の方の基礎年金番号も必要となります。

＜受付時間＞

できるだけお早めにお近くの年金事務所へ提出してください！

ご相談や予約の申し込みはこちら（ねんきんダイヤル）

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。

 下記のダイヤルでご予約の上、お越しください。

短縮

ご予約がないと年金事務所窓口においてお待ちいただくことがあります。

http://www.nenkin.go.jp/n_net/

年金の支払いに関する通知書等をパソコンからダウンロードできます！

開封前に宛名をご確認ください

☆☆　あなたの年金　簡単便利な　ねんきんネットで！☆☆

WDBJC
テキストボックス
（別添３）



厚生年金保険

最後に加入して
いた年金制度

書類の提出先

【書類の提出先について】

【裏　面】

国民年金
または
共済組合

●お送りした書類の受付は、上記の提出先にかかわらず全国どこの年金事務所および街角の年金相談

   センター等でも承っております。

お近くの
年金事務所

　 ご予約はこちら

 ０５７０-０５-１１６５
（ねんきんダイヤル）

市（区）役所
または

町村役場の
国民年金の
担当窓口

請求書はお返ししません。必要に応じてコピーを取っていただきますよう
お願いいたします。

 ②①以外の方（国民年金第３号
   被保険者・厚生年金保険や共
   済組合の加入期間がある方な
   ど)

（差出人住所）
〒168-8505　東京都杉並区高井戸西３丁目５番２４号

※差出人住所は、書類の提出先ではありません。
　 上記の赤い四角で囲んだ部分の提出先にお願いします。

年金請求書在中

 ①全ての加入期間が
　 国民年金第１号被保険者
  （自営業者など）期間の方

（開封して必ずお読みください）

お送りした書類は、窓口で確認いただくことがあるため、持参により下記の提出先にご提出ください。

（添付書類が揃っていることをご確認ください）



年金受給資格期間短縮に伴う対応について（ポイント）

【STEP1】施設やご自宅に日本年金機構からA４の黄色の封筒が届いていること
に気付いたら、

【STEP２】ご本人に、内容の確認を依頼してください。

【STEP３】不明な点についての相談や、年金事務所での手続の事前予約は、
ねんきんダイヤルにて。

職員 ご本人

内容確認を依頼

【STEP４】ご本人の確認が困難な場合は、ご家族、身元引受人、後見人等
に、可能な範囲で確認を依頼してください。

【STEP５】ご本人が年金事務所等の窓口に出向けない場合は、ご家族、身元引
受人、後見人等が、委任状により代理手続を行うことが可能です。

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2Pa2gvbTAhVILpQKHcNhB-8QjRwIBw&url=http://maplab.blog.fc2.com/blog-entry-230.html?sp&psig=AFQjCNES2EI_JUw4pbq97Jqf8sRvchgF5Q&ust=1495079252238300
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